
◎ＣＣ(Change in Chapter)とは、HS番号で2桁レベル(類)の変更を指す。
（例）プラスチック(ポリエステル:39類) 『合成繊維の短繊維(5506)』

◎ＣＴＨ(Change in Tariff Heading)とは、HS番号で4桁レベル(項)の変更を指す。
（例）合成繊維の短繊維(5506) 『合成繊維の紡績糸(5509) 』

ＨＳ ５５類

人造繊維の
短繊維及び
その織物

5501（合成繊維の長繊維のﾄｳ）

5506（合成繊維の短繊維
(ｶｰﾄﾞ･ｺｰﾑしたもの)）

5509（合成繊維の紡績糸）

・
・

5513
（合成繊維の短繊維の

織物）

5513.11（ポリエステル短繊維のもの）

5513.21（ポリエステル短繊維のもの）

・
・

5513.41（ポリエステル短繊維のもの）

5513.41.011（絹の重量が10%を超えるもの）

5513.41.090（その他のもの）

ＨＳコードが細かくなるにつれ、品目が特定される。

2桁(類) 4桁(項) 6桁(号)

・
・

漂白してないもの及び漂白したもの

浸染したもの

なせんしたもの

・
・

・
・ＨＳ ３９類

プラスチック

他の2桁

一番細かい分類の桁数は
国によって異なる。
日本は９桁が最も細かい
分類を表す。

関税番号変更基準(CTCﾙｰﾙ)の考え方
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協定上の原産地規則の記載例

◎ 原産地規則上求められる関税番号での桁数の変更レベル

CC (Change in Chapter: 類変更（上2桁変更））

CTH (Change in Tariff Heading: 項変更（上4桁変更））

CTSH (Change in Tariff Sub-Heading: 号変更（上6桁変更））
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